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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２４年９月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年３月１８日 ０４時５５分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市厚
あつ

埼北東端付近 

対馬市所在の対馬泉港外防波堤灯台から真方位０２１°１,３００

ｍ付近 

（概位 北緯３４°４１.６′ 東経１２９°２８.９′） 

事故調査の経過 平成２４年３月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 康
こう

善
ぜん

丸、６.６トン 

 ＮＳ２－１７０３７（漁船登録番号）、個人所有 

 １２.７１ｍ（Lr）×３.１９ｍ×１.０４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１１０、平成２年１２月１２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 平成２年７月５日 

  免許証交付日 平成２１年８月２８日 

          （平成２７年７月４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に破口、プロペラ翼に曲損、舵板が脱落 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、平成２４年３月１８日０４時４５

分ごろ対馬市泉漁港を出港し、約１０.０ノットの対地速力で手動操

舵により同市泉湾を北東進した。 

 船長は、ふだんは対馬市三ツ島
み つ し ま

付近に向かう場合、泉湾を北東進

し、同湾口にある厚埼を通過した辺りで、三ツ島と厚埼との間に位置

する対馬市沖
おきの

椎
しい

根
ね

島
しま

にある沖椎根島灯台及び三ツ島にある三島
みつしま

灯台

の両灯光を視認したのち、三島灯台の方向に向けて左転して北西進し

ていた。 

船長は、乗り揚げる直前、沖椎根島灯台及び三島灯台の両灯光を視

認したので、左転して三島灯台の方向に向けて北西進したが、前方に

白波などが見えなかったことから、陸岸から離れて航行しているもの

と思い、無線機を調整していたところ、０４時５５分ごろ、対馬泉港
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外防波堤灯台から真方位０２１°１,３００ｍ付近において、厚埼北

東端付近の干出岩に乗り揚げた。 

 船長は、僚船に連絡したのち、来援した僚船に移乗して泉漁港に帰

港した。また、本船は、クレーンでつり上げられて離礁し、起重機船

に載せられ、タグボートにえい
．．

航されて対馬市比田勝港に入港した。

 気象・海象 気象：天気 曇り、風 なし、視界 良好 

海象：波 なし、潮汐 高潮時、潮高 約８７㎝ 

 その他の事項 本船は、ふだんは０５時ごろ泉漁港を出港し、三ツ島北方沖の漁場

ではえ縄漁の操業を行ったのち、１５時ごろ帰港していた。 

船長は、厚埼北東端付近に干出岩が陸岸から約５０ｍ張り出してい

ることを知っていた。 

厚埼北東端付近には、灯台や照明設備がなかった。 

船長は、夜間に泉湾内を航行するとき、同湾が入り組んでいるので

ＧＰＳプロッターを使用して船位の確認を行っていたが、厚埼付近で

三島灯台の方向に向けたのち、陸岸から離れて航行していると思い、

船位の確認を行っていなかった。 

本船の喫水は、船首約０.８ｍ、船尾約１.６ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、厚埼北東端付近を航行中、船長が、三島灯台の方向に向け

て左転した際、陸岸から離れて航行しているものと思い込み、ＧＰＳ

プロッターを使用して船位の確認を行っていなかったことから、厚埼

北東端付近の干出岩に向けて航行し、干出岩に乗り揚げたものと考え

られる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、厚埼北東端付近を航行中、船長が、三島

灯台の方向に向けて左転した際、船位の確認を行っていなかったた

め、同北東端付近の干出岩に向けて航行し、干出岩に乗り揚げたこと

により発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・夜間、陸上灯火のない湾や岬などの陸岸近くを航行する場合に

は、ＧＰＳプロッターを使用して船位を確認すること。 

 




